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○
総
務
省
令
第　
　
　

号 
　

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
及
び
消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
の
規

定
に
基
づ
き
、
対
象
火
気
設
備
等
の
位
置
、
構
造
及
び
管
理
並
び
に
対
象
火
気
器
具
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
条
例
の
制

 

定
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年　
　

月　
　

日 

総
務
大
臣　

村
上
誠
一
郎　
　

 

対
象
火
気
設
備
等
の
位
置
、
構
造
及
び
管
理
並
び
に
対
象
火
気
器
具
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
関

 

す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

対
象
火
気
設
備
等
の
位
置
、
構
造
及
び
管
理
並
び
に
対
象
火
気
器
具
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
関
す
る

 

基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
四
年
総
務
省
令
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い

も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

別紙３

天風 松下
長方形
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改　

正　

後

改　

正　

前

 
 

（
対
象
火
気
設
備
等
の
種
類
）

（
対
象
火
気
設
備
等
の
種
類
）

第
三
条　

令
第
五
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
の
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で

第
三
条　

令
第
五
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
の
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
一
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で

に
掲
げ
る
設
備
か
ら
配
管
設
備
等
を
除
い
た
も
の
及
び
第
十
四
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
設
備
と
す

に
掲
げ
る
設
備
か
ら
配
管
設
備
等
を
除
い
た
も
の
及
び
第
十
三
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
設
備
と
す
る
。 

 
 

る
。

 
 

［
一
～
七　

略
］

［
一
～
七　

同
上
］

八　

簡
易
サ
ウ
ナ
設
備
（
屋
外
そ
の
他
の
直
接
外
気
に
接
す
る
場
所
に
設
け
る
テ
ン
ト
型
サ
ウ
ナ
室
（
サ
ウ
ナ
室

［
新
設
］ 

の
う
ち
テ
ン
ト
を
活
用
し
た
も
の
を
い
う
。
）
又
は
バ
レ
ル
型
サ
ウ
ナ
室
（
サ
ウ
ナ
室
の
う
ち
円
筒
形
で
あ

 

り
、
か
つ
、
木
製
の
も
の
を
い
う
。
）
に
設
け
る
放
熱
設
備
で
あ
っ
て
、
定
格
出
力
六
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も

 

の
で
あ
り
、
か
つ
、
薪
又
は
電
気
を
熱
源
と
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 

 

九　

一
般
サ
ウ
ナ
設
備
（
簡
易
サ
ウ
ナ
設
備
以
外
の
サ
ウ
ナ
設
備
（
サ
ウ
ナ
室
に
設
け
る
放
熱
設
備
を
い
う
。
）

八　

サ
ウ
ナ
設
備
（
サ
ウ
ナ
室
に
設
け
る
放
熱
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 

 
 

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

十
～
二
十
一　

［
略
］

九
～
二
十　

［
同
上
］

 
 

（
火
災
の
発
生
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に
係
る
防
火
上
有
効
な
構
造
）

（
火
災
の
発
生
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に
係
る
防
火
上
有
効
な
構
造
）

 
 

第
十
条　

［
略
］

第
十
条　

［
同
上
］

 
 

［
一　

略
］

［
一　

同
上
］

二　

炉
（
熱
風
炉
に
限
る
。
）
、
ふ
ろ
が
ま
、
温
風
暖
房
機
、
乾
燥
設
備
及
び
一
般
サ
ウ
ナ
設
備
に
あ
っ
て
は
、

二　

炉
（
熱
風
炉
に
限
る
。
）
、
ふ
ろ
が
ま
、
温
風
暖
房
機
、
乾
燥
設
備
及
び
サ
ウ
ナ
設
備
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

 
 

そ
の
風
道
並
び
に
そ
の
被
覆
及
び
支
枠
を
不
燃
材
料
で
造
る
こ
と
。

風
道
並
び
に
そ
の
被
覆
及
び
支
枠
を
不
燃
材
料
で
造
る
こ
と
。

 
 

［
三
～
八　

略
］

［
三
～
八　

同
上
］

九　

固
体
燃
料
を
使
用
す
る
ス
ト
ー
ブ
及
び
簡
易
サ
ウ
ナ
設
備
に
あ
っ
て
は
、
不
燃
材
料
で
造
っ
た
た
き
殻
受
け

九　

固
体
燃
料
を
使
用
す
る
ス
ト
ー
ブ
に
あ
っ
て
は
、
不
燃
材
料
で
造
っ
た
た
き
殻
受
け
を
付
設
す
る
こ
と
。 

 
 

を
付
設
す
る
こ
と
。

［
十
～
十
三　

略
］

［
十
～
十
三　

同
上
］

 
 

（
周
囲
に
火
災
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
少
な
い
構
造
）

（
周
囲
に
火
災
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
少
な
い
構
造
）

 
 

第
十
一
条　

［
略
］

第
十
一
条　

［
同
上
］

 
 

［
一
・
二　

略
］

［
一
・
二　

同
上
］

三　

炉
（
熱
風
炉
に
限
る
。
）
、
ふ
ろ
が
ま
、
温
風
暖
房
機
、
乾
燥
設
備
及
び
一
般
サ
ウ
ナ
設
備
に
あ
っ
て
は
、

三　

炉
（
熱
風
炉
に
限
る
。
）
、
ふ
ろ
が
ま
、
温
風
暖
房
機
、
乾
燥
設
備
及
び
サ
ウ
ナ
設
備
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

 
 

そ
の
風
道
の
火
を
使
用
す
る
部
分
に
近
接
す
る
部
分
に
防
火
ダ
ン
パ
ー
を
設
け
る
こ
と
。

風
道
の
火
を
使
用
す
る
部
分
に
近
接
す
る
部
分
に
防
火
ダ
ン
パ
ー
を
設
け
る
こ
と
。

［
四
～
九　

略
］

［
四
～
九　

同
上
］

 
 

（
風
道
、
燃
料
タ
ン
ク
等
の
構
造
）

（
風
道
、
燃
料
タ
ン
ク
等
の
構
造
）

 
 

第
十
四
条　

［
略
］

第
十
四
条　

［
同
上
］

 
 

［
一　

略
］

［
一　

同
上
］

二　

炉
（
熱
風
炉
に
限
る
。
）
、
ふ
ろ
が
ま
、
温
風
暖
房
機
、
乾
燥
設
備
及
び
一
般
サ
ウ
ナ
設
備
に
あ
っ
て
は
、

二　

炉
（
熱
風
炉
に
限
る
。
）
、
ふ
ろ
が
ま
、
温
風
暖
房
機
、
乾
燥
設
備
及
び
サ
ウ
ナ
設
備
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

 
 

そ
の
風
道
の
給
気
口
は
、
じ
ん
あ
い
の
混
入
を
防
止
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

風
道
の
給
気
口
は
、
じ
ん
あ
い
の
混
入
を
防
止
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

［
三
～
七　

略
］

［
三
～
七　

同
上
］

 
 

（
安
全
を
確
保
す
る
装
置
等
）

（
安
全
を
確
保
す
る
装
置
等
）

 
 

第
十
五
条　

［
略
］

第
十
五
条　

［
同
上
］
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［
一
～
六　

略
］

［
一
～
六　

同
上
］

七　

簡
易
サ
ウ
ナ
設
備
及
び
一
般
サ
ウ
ナ
設
備
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
温
度
が
異
常
に
上
昇
し
た
場
合
に
直
ち
に
そ

七　

サ
ウ
ナ
設
備
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
温
度
が
異
常
に
上
昇
し
た
場
合
に
直
ち
に
そ
の
熱
源
を
遮
断
す
る
こ
と
が

の
熱
源
を
遮
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
手
動
及
び
自
動
の
装
置
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
簡
易
サ
ウ
ナ
設
備

で
き
る
手
動
及
び
自
動
の
装
置
を
設
け
る
こ
と
。 

（
薪
を
熱
源
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
周
囲
に
お
い
て
火
災
が
発
生
し
た
際
に
速
や
か
に

 
使
用
で
き
る
位
置
に
消
火
器
を
設
置
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

 

［
八　

略
］

［
八　

同
上
］

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附　

則

 
こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


